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船舶事故調査報告書 

 

平成２２年６月３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２１年１１月１１日 １１時０５分ごろ本船が発見された。） 

発生場所 不明（沖縄県宜野
ぎ の

湾
わん

市宜野湾漁港内 宜野湾港北防波堤灯台から真方位０

６２°１,７８０ｍ付近（概位 北緯２６°１７.１′ 東経１２７°４４.

４′）で本船が発見された。） 

事故調査の経過  平成２１年１１月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 唯
ゆい

丸
まる

一号、４.８トン 

 ＯＮ３－２３００１１(漁船登録番号)、個人所有 

 ９.８５ｍ（Lr）×２.４６ｍ×０.９７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、平成９年７月６日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７２歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 昭和５７年１０月５日 

  免許証交付日 平成１９年２月２８日 

         （平成２５年２月４日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 全損 

 事故の経過 

 
 本船は、沖縄県宜野湾市牧

まき

港
みなと

漁港で水揚げを終え、宜野湾漁港に帰航

するため、船長１人が乗り組み、平成２１年１１月１１日１０時３０分ご

ろ出航した。 

宜野湾漁港でいけすを製作していた作業員（以下「本件作業員」とい

う。）は、１１時０５分ごろ、本船が左右に大きく揺れ、宜野湾漁港第１護

岸前の消波ブロック（以下「本件消波ブロック」という。）に向け針路を変

えずに航行しているのを認め、海上保安庁に通報した。本件作業員は、同

漁港第２防波堤南西端に移動し、そこから西北西方約１５０ｍ沖に船長が

救命胴衣を着用せずに仰向けに浮いているのを発見した。 

船長は、海上保安庁からの連絡により駆けつけた消防署員の要請で来援

したヘリコプターに、１１時４２分ごろ救助された。 

船長は、意識がない状態で病院に搬送されたが、その後、死亡が確認さ

れ、死因は急性心筋こうそくであった。 

本船は、本件消波ブロックに接触した後、沖に向けて進んだが、再び本
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件消波ブロックに打ち寄せられ、繰り返し打ち付けられて船体が全壊し

た。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ５ 

海象：波向 北北西、有義波高 約３.７ｍ、水温 約２５℃ 

特記事項：沖縄本島南部及び中部地域に波浪注意報が発表されていた。 

 その他の事項  船長は、日ごろ体調不良を訴えていなかったが、定期的に病院に通い、

高血圧及び高尿酸血症の薬を処方されていた。 

 漁業協同組合の職員は、水揚げを終えた船長に対し、海上が荒れている

ので、宜野湾漁港への帰航を中止するよう助言していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

なし 

不明 

死因は急性心筋こうそくであった。 

本船は、波浪注意報が発表されている状況下、

宜野湾漁港に帰航中、船長が急性心筋こうそくを

発症したものと考えられるが、発症したのは、落

水前か、落水後かを含め、船舶の運用に関連する

要因は、明らかにすることができなかった。 

原因 

 

 本事故は、波浪注意報が発表されている状況下、本船が宜野湾漁港に帰

航中、船長が心筋こうそくを発症したため、発生したものと考えられる。 

 




